
通所介護（1日あたり　単位と円）　１単位１０．２７円で計算

要介護 基本料金 入浴介助加算 個別機能訓練加算 介護職員処遇改善加算Ⅰ 合計金額
要介護１ ６５５単位

４０単位
個別Ⅰイ
５６単位

合計所定単位数
×５．９％

８１７円
要介護２ ７７３単位 ９４５円
要介護３ ８９６単位 １０７８円
要介護４　 １０１８単位 １２１１円
要介護５ １１４２単位 １３４５円

送迎減算（送迎しない場合片道） －４７単位
※令４年１０月１日から、介護職員等ベースアップ等支援加算（所定の単位数に1.1％）が加算されます。

介護予防通所介護相当サービス（１か月あたり　単位と円）　1単位１０．２７円で計算

介護度 基本利用料 運動器機能向上加算介護職員処遇改善加算Ⅰ 合計金額
要支援１ １６７２単位

２２５単位
合計所定単位数

×５．９％
２０６１円

要支援２ ３４２８単位 ３９６８円
※令４年１０月１日から、介護職員等ベースアップ等支援加算（所定の単位数に1.1％）が加算されます。

基準緩和型サービス（１日あたり　単位と円）　１単位１０円で計算

介護度 基本利用料 運動器機能向上加算介護職員処遇改善加算Ⅰ 合計金額
要支援１

３３１単位 １８０単位（月）
合計所定単位数

×５．９％

１日３５１円
運動機能向上加算を算定の場合
は上記に月１９１円加算されます。

要支援２
事業対象者

送迎減算 （送迎しない場合片道） －２７単位
要支援１は月５回利用の場合と要支援２は月９回利用の場合は、合計金額が変わります。

※令４年１０月１日から、介護職員等ベースアップ等支援加算（所定の単位数に1.1％）が加算されます。


